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告     示 

和歌山県告示第437号 

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第2項の規定により、令和6年和歌山県告示第886号によ

り指定した、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしな

ければならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）の全部について、次のとおり指定を解除

する。 

令和8年5月8日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

1 指定を解除する形質変更時要届出区域の所在地 

御坊市藤田町藤井字中垣内2255番1の一部、同市藤田町藤井字経塚2260番1の一部並びに同市藤田町藤

井字菰原2015番2、同市藤田町藤井字中垣内2255番1及び同市藤田町藤井字経塚2260番1に接する里道及び

水路の一部（別図のとおり） 

2 形質変更時要届出区域において、土壌の汚染状態が土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号。以下「規則」という。）第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質及び同条第2項の基準に

適合しない特定有害物質の種類 

基 準 特定有害物質の種類 

規則第31条第1項の基準 水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物並びにふっ素及び

その化合物 

規則第31条第2項の基準 鉛及びその化合物 

3 講じられた汚染の除去等の措置 

土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 

（別図は、省略し、その図面を和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び御坊保健所衛生環境課並

びに御坊市市民生活部市民環境課に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第438号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定

により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）から次のとおり変更の届出があったので公示する。 

令和8年5月8日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  
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医療機関の名称 医療機関の所在地 変更内容 変更前 変更後 
変 更 

年月日 

有限会社河西薬

局 

和歌山市島橋東ノ丁1番

17号 

医療機関の所

在地 

和歌山市島橋東ノ丁24

3-67 

和歌山市島橋東ノ丁1

番17号 

令和 

8.4.1 

 

和歌山県告示第439号 

次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の2第1項の規定により

告示する。 

令和8年5月8日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

1 保安林予定森林の所在場所 東牟婁郡串本町吐生字出谷132・135・136（以上3筆について次の図に示

す部分に限る。） 

2 指定の目的 土砂の流出の防備 

3 指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林林業局

森林整備課及び東牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに串本町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第440号 

林業種苗法（昭和45年法律第89号）第10条第3項の規定により、次のとおり林業種苗生産事業者の登録

をしたので、同法第16条第1項の規定により、次のとおり公告する。 

令和8年5月8日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

登録 

番号 

生産事業者 
生産事業の内容 

事  業  所 
種  穂 苗  木 

氏名又は 

名  称 
住   所 採 種 精 選 

幼苗の 

育 成 

幼苗以外の 

苗木の育成 
名  称 所 在 地 

8780 寺島孝浩 
東牟婁郡串本町潮

岬68-3 
○ ○ ○ 〇 寺島孝浩 

東牟婁郡串本町潮

岬68-3 

 

和歌山県告示第441号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

令和8年5月8日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 
      



    和歌山県報  第 716 号 令和 8 年 5 月 8 日（金曜日） 

－ 3 － 

3707 伊都郡かつらぎ町大字妙寺

字那加良1049番1、1049番2

の一部、1049番3の一部 

伊都郡かつらぎ町笠田東98

番地の6 

株式会社一心幸産 

代表取締役 澤本義明 

令和 

8.4.22 

6.00 

～  
9.10 

51.82 

 


